
※　開示するかどうかを決定します。

※　請求書の記載内容等の不備で是正していただく

　　こともあります。

※　請求があった日から15日以内

　　ただし、延長することもあります。

※　閲覧は無料

※　写しの交付は費用がかかります。

※　開示決定等のあったことを知った日から

　　起算して60日以内

開示の相談・請求

開示の実施

～　情報公開手続きの流れ　～

請求書の送付

審査会

決定に納得

開示・一部開示・非開示
決定通知書送付

決定に不満

不服申し立て

実施機関（担当課）


